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 富山県土木建築工事費の前金払取扱規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第14号 

   富山県土木建築工事費の前金払取扱規則の一部を改正する規則 

 富山県土木建築工事費の前金払取扱規則（昭和40年富山県規則第36号）の一部を 

次のように改正する。 

 第８条中「前払金」を「土木建築工事に係る前払金」に改め、同条に次のただし 

書を加える。 

  ただし、当該前払金（第２条第１項の規定による前金払に係るものに限る。） 

 については、前払金の額の 100分の25を超えない範囲内において、当該工事の現 

 場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に係る支払に充当 
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 することができる。 

 第８条に次の１項を加える。 

２ 土木建築に関する工事の設計、調査及び測量に係る前払金の使途の範囲は、当 

 該業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費（当該業務において償却される割 

 合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃及び保証料として必要な経費に限 

 るものとする。 

 第９条第２号中「前条」を「前条各項」に改める。 

 附則第３項を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

                              （管 理 課）  
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富山県告示第132号 

   富山県建設工事標準請負契約約款の一部改正について 

 富山県建設工事標準請負契約約款（平成８年富山県告示第 180号）の一部を次の 

ように改正し、令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年３月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 第２条に次の１項を加える。 

２ 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る 

 他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工に 

 つき、当該他の機関と調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、 

 発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなけ 

 ればならない。 

 第３条第１項中「７日以内」を「14日以内」に改める。 

 第３条第３項中「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費」を 

「材料費、労務費、法定福利費（建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負 



  令和８年３月 25日      富 山 県 報        号 外⑷  3   

  

担額をいう。）、安全衛生経費（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関 

する法律（平成28年法律第 111号）第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健 

康の確保に関する経費をいう。）及び建設業退職金共済契約（中小企業退職金共済 

法（昭和34年法律第 160号）第２条第５項に規定する特定業種退職金共済契約のう 

ち、建設業に係るものをいう。）に係る掛金」に改める。 

 第23条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り 

 勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わな 

 かったこと又は当該協議に関して受注者が第52条に規定するあっせん若しくは調 

 停を請求したこと又は第53条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益 

 な取扱いをしてはならない。 

 第24条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り 

 勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わな 

 かったこと又は当該協議に関して受注者が第52条に規定するあっせん若しくは調 

 停を請求したこと又は第53条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益 

 な取扱いをしてはならない。 

 第25条第８項の次に次の１項を加える。 

９ 発注者は、第３項又は第７項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨を 

 できる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協 

 議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第52条に規定するあっせん 

 若しくは調停を請求したこと又は第53条に規定する仲裁を申請したことを理由と 

 して不利益な取扱いをしてはならない。 

  第34条の見出し中「前金払」の次に「及び中間前金払」を加える。 

  第34条第７項中「から第36条まで」を「、次条」に改める。 

  第34条の見出し中「前金払」の次に「及び中間前金払」を加える。 

  第34条第８項中「から第36条まで」を「、次条」に改める。 

 第36条第１項中「前払金」の次に「（中間前払金を除く。）」を加え、同条に次 

のただし書を加える。 
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  ただし、前払金額の 100分の25を超えない範囲で、前払金をこの工事の現場管 

 理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当す 

 ることができる。 

 第36条に次の１項を加える。 

２ 受注者は、中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械 

 購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支 

 払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として 

 必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 

                              （管 理 課）  

 

 

富山県告示第133号 

   富山県土木設計業務等標準委託契約約款の一部改正について 

 富山県土木設計業務等標準委託契約約款（平成12年富山県告示第 264号）の一部 

を次のように改正し、令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年３月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 第３条第１項中「７日以内」を「14日以内」に改める。 

 第23条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り 

 勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わな 

 かったことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

 第24条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り 

 勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わな 

 かったことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

                              （管 理 課）  
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富山県告示第134号 

   富山県立山博物館の観覧料の額についての一部改正について 

 富山県立山博物館の観覧料の額について（平成10年富山県告示第 285号）の一部 

を次のように改正する。 

  令和８年３月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 １の表大学の学生及びこれに準ずる者の項を削り、同表中「 650円」を「 760円」 

に改める。 

 ２の表大学の学生及びこれに準ずる者の項を削り、同表中「 640円」を「 760円」 

に改める。 

   附 則 

 この告示は、令和８年７月１日から施行する。ただし、１の表大学の学生及びこ 

れに準ずる者の項を削る改正規定及び２の表大学の学生及びこれに準ずる者の項を 

削る改正規定は、公表の日から施行する。 

                             （文化振興室）  

 

 

富山県告示第135号 

   富山県美術館の特別観覧料の額についての一部改正について 

 富山県美術館の特別観覧料の額について（昭和56年富山県告示第 688号）の一部 

を次のように改正する。 

  令和８年３月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 本文中「に規定する特別観覧料について」を「の」に改める。 

 表中「 2,100円」を「 2,200円」に、「 4,200円」を「 4,400円」に改める。 

   附 則 

 この告示は、令和８年７月１日から施行する。ただし、本文の改正規定は、公表 

の日から施行する。 

                             （文化振興室）  
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富山県告示第136号 

   富山県水墨美術館の特別観覧料の額についての一部改正について 

 富山県水墨美術館の特別観覧料の額について（平成11年富山県告示第 294号）の 

一部を次のように改正する。 

  令和８年３月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 本文中「第10条第３項に規定する特別観覧料について」を「別表の３の」に改め 

る。 

 表中「 2,100円」を「 2,200円」に、「 4,200円」を「 4,400円」に改める。 

   附 則 

 この告示は、令和８年７月１日から施行する。ただし、本文の改正規定は、公表

の日から施行する。 

                             （文化振興室）  

 

 

 

富山県告示第137号 

   富山県病院事業の設置等に関する条例の規定により知事が定める使用 

   料及び手数料についての一部改正について 

 富山県病院事業の設置等に関する条例の規定により知事が定める使用料及び手数

料について（昭和51年富山県告示第 313号）の一部を次のように改正し、令和８年

５月１日から施行する。 

  令和８年３月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗 

 １の第３号中「交通事故による療養の場合であつて、その費用が療養者の負担と 

なるとき」を「自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）の規定による損害賠 

償の対象となる場合」に、「 1.5」を「２」に改める。 

 ３の表を次のように改める。                        
 

区分 単位 金額 備考 
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助産に係る場合 Ａ １人１日 15,450円  

 

Ｂ 

 

7,820円 

 

Ｃ 6,550円 

Ｄ 5,270円 

Ｅ 1,730円 
 
その他の場合 Ａ 17,000円 

Ｂ 8,600円 

Ｃ 7,200円 

Ｄ 5,800円 

Ｅ 1,900円 

                                      

 ４の表産科診療料の項中 

｢ 99,000円  

を 

「 107,400円   

132,000円   192,500円  に、 

165,000円 」 
 238,700円 」 

 

                                      
｢ 11,000円  

を 

「 11,000円  

に、 
5,500円 」 

 6,200円 」 
                                      
「 

 永久不妊手術料  132,000円 人工妊娠中

絶と同時に

行う場合に

は、人工妊

娠中絶料の

各区分に掲

げる金額を

加算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
」 

免疫学的妊娠反応検査料 2,500円  

ＮＩＰＴ（新型出生前診断） 180,000円  

新生児聴覚検査料 5,500円  

褥
じよく

婦処置料 １日 2,000円  

を 
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「 

 永久不妊手術料  163,100円 人工妊娠中

絶と同時に

行う場合に

は、人工妊

娠中絶料の

各区分に掲

げる金額を

加算する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

免疫学的妊娠反応検査料   3,100円  

ＮＩＰＴ（新型出生前診断） 180,000円  

ノンストレステスト検査料  2,100円  

新生児聴覚検査料 7,100円  

褥
じよく

婦処置料 １日 2,600円  

母乳外来料 １回 3,400円  

に改め、同項の次に次のように加える。                    
 

小児科診

療料 

頭蓋矯

正ヘル

メット

療 法

（一連 

につき） 

Ａ  500,000円  

Ｂ 467,000円  

 ４の表歯科診療料の項を次のように改める。                 

歯科診療

料 

歯

科

修

復

料 

前装

鋳造

冠 

金属焼付ポーセレン冠 １歯 78,400円  

欠

損

補

綴 

有床

義歯 

金属床 全部

床 

チタン合金 

 

１床 322,300円 

特殊合金 231,000円 

部分

床 

12歯から 

14歯まで 

203,380円 

  

て
つ 
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 料   （特

殊合

金） 

９歯から 

11歯まで 

 184,160円  

５歯から 

８歯まで 

161,950円 

１歯から

４歯まで 

135,090円 

ノンク

ラスプ

義歯 

８歯から 

13歯まで 

140,800円 

４歯から 

７歯まで 

110,000円 

１歯から 

３歯まで 

88,000円 

イ

ン

プ

ラ

ン

ト 

インプラント診断料 １回 12,360円 

イン

プラ

ント

手術 

上顎洞底挙上術 口腔内

片側 

 100,200円 

口腔内

両側 

127,100円 

顎堤形成術 １歯 28,900円 

骨採取（口腔内） １箇所 55,000円 

イン

プラ

ント

経過

観察

料等 

インプラント経過観察

料 

１回 1,420円 

デンタルエックス線撮

影 

970円 

パノラマエックス線撮

影 

5,500円 

 矯

正

イ

ン

プ 

ミニ

プレ

ート 

埋入

術 

ミニプレート埋入 

（１枚目） 

１枚 66,000円  

 ミニプレート埋入 

（２枚目以降） 

42,900円  

 ミニプレート除去 3,300円  

 ラ 

ン 

ト 

アン

カー 

スク 

アンカースクリュー埋

入 

１本 28,900円  
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  リュ

ー埋

入術 

アンカースクリュー除

去 

 5,800円  

    

 フッ化物塗布 １回 2,640円  

 レーザー照射による口内炎治

療料 

１箇所 1,100円  

 ４の表遺伝子検査料の項を次のように改める。 

遺伝子検

査料 

遺伝カ

ウンセ

リング

料 

初回 １回 13,200円  

２回目以降 6,600円 

 ４の表その他の使用料の項中「70円」を「80円」に、「 1,200円」を「 2,200円」 

に改め、「生命保険等に係る」を削る。 

 ５の表中「 2,100円」を「 3,800円」に、「 3,600円」を「 5,000円」に改める。 

 ６の表を次のように改める。                        
 

減額事項 利用料の額 備考 

区分 金額 

病院の定床数を超えた患者の入

室 

助産

に係

る場

合 

Ａ 6,180円  

Ｂ 3,130円 

Ｃ 2,620円 

Ｄ 2,110円 

Ｅ 徴収しない 

その

他の

場合 

Ａ 6,800円 

Ｂ 3,440円 

Ｃ 2,880円 

Ｄ 2,320円 

Ｅ 徴収しない 

                              （医 務 課）  
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公      告 
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都市計画事業の施行 

 富山高岡広域都市計画道路事業の施行について、都市計画法（昭和43年法律第 

 100号）第66条の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年３月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 都市計画事業の種類及び名称 

  富山高岡広域都市計画道路事業 

  ３・６・２４３号 駅前出町線 

２ 施行者の名称 

  富山県 

３ 事務所の所在地 

  富山市新総曲輪１番７号 富山県土木部都市計画課 

  中新川郡立山町前沢２３５９の５ 富山土木センター立山土木事務所 

４ 事業地の所在 

  収用の部分 変更なし 

  使用の部分 なし 

 

 

都市計画事業の施行 

 富山高岡広域都市計画道路事業の施行について、都市計画法（昭和43年法律第 

 100号）第66条の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年３月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 都市計画事業の種類及び名称 

  富山高岡広域都市計画道路事業 

  ３・４・２１３号 東岩瀬線 

２ 施行者の名称 
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  富山県 

３ 事務所の所在地 

  富山市新総曲輪１番７号 富山県土木部都市計画課 

  富山市舟橋北町１番11号 富山県富山土木センター 

４ 事業地の所在 

  収用の部分 変更なし 

  使用の部分 変更なし 

 

 

都市計画事業の施行 

 小矢部都市計画道路事業の施行について、都市計画法（昭和43年法律第 100号） 

第66条の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年３月25日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 都市計画事業の種類及び名称 

  小矢部都市計画道路事業 

  ３・４・２４号 寄島西中野線 

２ 施行者の名称 

  富山県 

３ 事務所の所在地 

  富山市新総曲輪１番７号  富山県土木部都市計画課 

  小矢部市今石動町２－13－１ 富山県高岡土木センター小矢部土木事務所 

４ 事業地の所在 

  収用の部分 変更なし 

  使用の部分 なし 

 

 

  令和８年３月25日印刷発行 

           発 行  富    山    県 

                       富山県富山市新総曲輪１番７号    
                       電話富山 076―444―3153番 


